
 
お申込先 

FAX 03-5784-0335 
株式会社ライトアップ 
コンテンツパーツ運営事務局 行 
 
 

『コンテンツパーツ』利用申込書 

 

 当社（以下、申込者）は、重要事項説明及び利用規約に同意し、以下の通り株式会社ライトア

ップ（以下、ライトアップ）が運営する『コンテンツパーツ』の利用申込を致します。 
 

申 込 日 2010 年  月  日 
会 社 名  
ご担当者名  

メールアドレス  
電話番号  
FAX 番号  

印 

URL  

所 在 地 
〒 
 
 

 
コンテンツパーツ利用料 

（ブログパーツ 1つにつき、月額） 最低利用期間 ブログ掲載単価 月額上限予算 

9,800 円／月 6 ヶ月 ※ ※ 

※管理画面にて別途設定 
 
■ 重要事項説明 

1. コンテンツパーツは申込者専用のクイズ・検定等のブログパーツを作成し、その利用結果をブログ等

に掲載することによって集客が期待できるサービス（以下、本サービス）です。 

2. 申 込 者 は 自 身 で ブ ロ グ パ ー ツ を 作 成 し 、 コ ン テ ン ツ パ ー ツ の 紹 介 サ イ ト （ コ ン パ ！ ：

http://www.conpa.jp/ 以下、コンパ！）へ掲載することができます。 

3. 申込書を受領後、ブログパーツ作成用の URL、ログインアカウントを事務局より申込書記載のご担当

者様にご連絡致します。 

4. 申込者は管理画面でブログ掲載単価及び月額上限予算の設定ができます。（ご不明な場合はそ

れぞれ「＠500 円」、「5 万円」と設定していただければと存じます。） 

5. ライトアップはコンパ！登録者へのブログパーツ利用及び結果の掲載をメール等にて依頼するものと

します。 

6. ご請求は、毎月 20 日締めにて毎月のブログパーツの公開数及びブログ掲載報告数を確認し当月末

日までに、株式会社ライトアップよりご請求書を発行いたします。支払条件は翌月末日銀行振込とな

ります。なお、申込初月の利用料は日割りで算出します。 

7. 本サービスは、ブログパーツシステムの提供及びコンパ！に掲載するサービスであり、ブログへの掲

載及び集客の数をお約束するものではありません。 

8. 最低利用期間内での解約はできません。 

 

株式会社ライトアップ 

コンテンツパーツ運営事務局 

担当：中野 

TEL：03-5784-0700 

FAX：03-5784-0335 
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コンテンツパーツ利用規約 

 

株式会社ライトアップ（以下、ライトアップ）はこの利用規約に基づき、コンテンツパーツ（以下、本サー

ビス）を提供いたします。本サービスの利用を申し込む方（以下、申込者）はこの利用規約をよくお読みに

なって、これに同意した上でご利用いただきますようお願いいたします。 

 

第 1 条（利用規約の適用） 

ライトアップはこの利用規約（以降「本規約」という）に基づき、本サービスを提供いたします。申込者は

本サービスの利用にあたり、本規約の全てに同意したものとみなします。 

 

第 2 条（利用規約の変更） 

ライトアップは、申込者への事前の通知および承諾なしに本規約を改訂できるものとし、改訂後の規約

は（http://create.conpa.jp/）に掲載された時点から効力を生じます。 なお、ライトアップは、ライトアップ

が適当と判断する通知方法で改訂後の利用規約を告知し、申込者は、当該内容の不知又は不承諾は申

し立てることができないものとします。 

 

第 3 条（サービス） 

本サービスは申込者専用のクイズ・検定等のブログパーツを作成し、その利用結果をブログ等に掲載

することによって集客が期待できるサービスであり、申込者は自身でブログパーツを作成し、コンテンツパ

ーツの紹介サイト（コンパ！：http://www.conpa.jp/ 以下、コンパ！）へ掲載することができます。 

なお、本サービスは利用結果のブログ掲載及びサイトへの集客の数をお約束するものではありません。 

 

第 4 条（サービスの変更および停止） 

ライトアップは、本サービスの仕様、提供範囲、制限を変更することがあり、申込者はこれを承諾するも

のとします。また、ライトアップは、以下に該当する場合には、申込者に対し事前に連絡することなく、本サ

ービスの運営または当サイトの一部もしくは全部を中断・停止することがあります。 これらに起因するユー

ザーまたは第三者が被った被害について、ライトアップは一切の責任を負わないものとします。 

①システムの保守、点検、修理、変更を定期的または緊急に行う場合。 

②システムに関連する提携会社のトラブル、インターネット回線全般による不具合が発生した場合。 

③天災(停電、火災、地震、噴火、洪水、津波)により、本サービスの提供が困難な場合。 

④戦争、暴動、争乱、労働争議などにより、本サービスの提供が困難な場合。 

⑤妨害行為(データまたはプログラムのハッキング、改ざん、破壊)などにより、本サービスの提供が困難

な場合。 

⑥その他、ライトアップが一時的な中断・停止を必要と判断した場合。 

 

第 5 条（サービス品質の維持） 

ライトアップは、取扱商品の品質の維持のために、以下に定める内容を最優先事項として実施するもの

とする。また申込者は、ライトアップが本業務を実施・実現するにあたり、協力事項が発生した場合には優

先的に対応するものとする。 

①機密情報及び個人情報の保全 

②本サービスに関連するシステムの安定的な稼働 

 

第 6 条（申込者登録） 

本サービスの利用にあたっては、ライトアップが定める方法で申込者登録として企業名、ホームページ、

担当者氏名、住所、Ｅメールアドレス、その他ライトアップが定める情報を正確に登録していただく必要が

あります。なお、同一メールアドレスによる申込者登録は一企業あたり一登録に限らせていただきます。 

 

第 7 条（申込者の承認および取消） 

申込者登録完了後、ライトアップは、ライトアップが定める方法で、申込者登録に対する承認を行いま

す。なお、ライトアップは、以下のいずれかに該当する場合、申込者登録を承認しないことがあります。ま

た、承認後であっても、以下のいずれかに該当することが判明したまたはその恐れがある場合には、当該

承認を取り消すことがあります。 

①申込者が実在しない場合 

②登録内容に虚偽、誤記など、不正確な情報がある場合 
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③ライトアップが定める利用方法及び規約に反する行為を行った場合 

④申込者に対し、ライトアップの電子メールによる連絡がつかない場合 

⑤申込者が既に会員であり、重複して登録を行った場合 

⑥他人(家族を含む)もしくは架空の個人情報を使って登録を行った場合 

⑦過去に本サービスの停止処分又は除名処分を受けたことがある場合 

⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

⑨差押、仮差押、仮処分、競売、滞納処分の申立を受けたとき 

⑩破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を受け、または申し立てたとき 

⑪暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他の反社会的勢力である場合、または、反社会

的勢力であったことが発覚した場合 

⑫その他、ライトアップが何らかの理由によって不適当と判断した場合 

 

第 8 条（申込者の禁止事項） 

申込者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 

①法令、条例または公序良俗に違反する行為 

②不正アクセスその他本サービスの運営を妨害する行為 

③実在または架空の第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

④本サービスを不正の目的をもって利用する行為 

⑤ライトアップが指定する利用方法とは異なる利用行為 

⑥詐欺等の犯罪またはその恐れのある行為 

⑦わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為 

⑧無限連鎖講(ネズミ講)、マルチ商法に関連、助長する行為 

⑨有害なプログラム等を送信または書き込む行為 

⑩選挙に関連、類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 

⑪上記の他、ライトアップ、他のユーザーまたはその他の第三者の利益を不当に侵害する行為 

 

第 9 条（契約期間・解約等） 

本サービスの契約期間はコンテンツパーツの作成・公開後、申込時に定められた最低利用期間までと

なっており、期間中の解約はできないものとします。また、最低利用期間経過以降、ご解約の手続きが無

い場合は、1ヶ月毎の自動更新となります。なお、解約については終了希望日の 1ヶ月前までに申込者が

書面によってライトアップに通知するものとします。 

 

第 10 条（支払方法等） 

本サービスの支払については請求書払いとなります。本サービス申込後、ライトアップは毎月 20 日締

めにて利用状況を集計し、請求書を発行致します。また、支払条件は請求書発行日の翌月末日までにラ

イトアップ指定の銀行口座へ振込ものとします。なお、振込にかかる費用は申込者が負担するものとしま

す。 

 

第 11 条（準拠法） 

本規約の準拠法は日本法とします。 

 

第 12 条（協議） 

この利用規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をも

って協議することとします。 

 

第 13 条（合意管轄） 

ライトアップと申込者の間で生じた紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以上 


